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; （1）裁判員制度について 、務の状況等について ：
、｡
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： ア準備状況について イ法改正後の書記官事務の状況につ ：
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ウ事務の効率化の見直し作業状況に ア最近の刑事事件の動向，書記官事：
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つ.いて 、 務の状況等についてI ;
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（ｲ）医療観察事件

㈲その他（即決裁判制度，被疑者

及び被告人の新たな弁護人制度）

ウ犯罪被害者等の権利利益の保護を

図るための法整備を巡る状況について

㈱損害賠償請求に関し刑事手続の

成果を利用する制度について

（ｲ）犯罪被害者等が刑事裁判に直接

関与することのできる制度について

㈲その他

（3）家事関係

ア最近の家事事件の動向,書記官事

務の状況等について

イ人事訴訟事件の家裁への桜管後の

書記官事務の状況等について

ウ家事相談の実情について

（4）少年関係

ア最近の少年事件の動向，書記官事

務の状況等について

イ被害者配慮制度等における書記官

事務の在り方について

3書記官の給与上の諸問題等について

(1)（新たな昇給制度の導入，運用について

(2)書記官全体の処遇について

（3）級別定数，特に書記官の格付け関係

、について

ア7級関係

イ 6級以下関係

ウ官職増設関係

。
。
。 （3）再任用の実施状況等について‐

ア再任用の実施状況について ：
イ他官庁への出向状況等について ：

（4）産前・産後休暇，育児休業制度にお §
：

ける代替要員の確保にrついて ：

（5）女性書記官の登用拡大計画について ：

5情報政策課の施策について
：

(1)現在の重点的な施策について

（2）今後の各種実施計画について 『 ：
’ ：

6情報政策課と書記官事務について ． ：

（1）書記官事務との関係で，現在どのよ ：

うな問題点ないし課題があるのかにつ ：

いて（特に書記官事務に関する情報セ ：

キュリテイについて） ． ：
（､ ：

‘ （2）民裁・刑裁等システムの開認見直 ：

しの現況と今後の進捗状況について ：

． ア民事のシステム関係 ：

（ｱ）現行民裁システムについて

(/i) MINTAsについて

イ刑事のシステム関係

(3)その他のｼｽﾃﾑの開発導入につい ；
て

ア家事事件関係
：

イ簡裁民事事件関係
‘ ：

ヴその他（職員用ポータルの導入に ：

ついて）

（4）書記官事務との関連で，今後のIT ;
‐ ：

化計画等の全体像について
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､）
座談会

篠原事務局長

本日は，お忙しい中を， 日本裁判所書記

官協議会のために，わざわざ御出席いただ

きまして，誠にありがとうございます。

それでは，座談会を始めさせていただき

ます。

始めに， 日本裁判所書記官協議会林会長

が，ごあいさつを申し上げます。

林会長

本日は，大変御多忙中のところ,皇総務局

から中村第一課長，安東第二課長，西澤第

三課長’上田参事官，人事局から垣内給与

､>課長，丸山参事官，情報政策課から吉村参

事官に御出席いただきまして，誠にありが

とうございます。皆様方には，平素から日

本害協の諸活動に御理解と多大なお力添え

をいただいております。この機会に，全国

の会員を代表して厚くお礼申し上げます。

この座談会は，旧書協の時代に行われて

いた総務局,人事局との座談会を受け継い

だものですが， 日本書協開催のものとして

は第3回目となります。昨年から御参加い

ただいた情報政策課には，今回も御参加い

ただきました。今後， この形を定着，発展

ﾉさせていきたいと考えております。

さて，現在，書記官を取り巻く状況は司

法制度改革によって大きく変化し,職務領

域の拡大，役割の重要性の増加をもたらし

ており，書記官にとづては，書記官制度発

足以来,最も大きな期待がかけられている

時代を迎えているのではないかと思いま

す。他方で，裁判所の基幹職種と言われて

きた書記官が，その持てる能力を存分に発

揮して，裁判所の組織目標にかなった事務
。 b

処理を実践することにより，書記官の存在
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林会長

意義を内外にアピールする絶好の機会であ

り， また，個々の書記官にとっても，職業

人としての生きがいを強く実感できる時代

を迎えているのではないかと思います。

私どもは，昨年暮れから今年初頭にかけ

て全国八高裁管内別支部交流会を実施し，

各地の第一線の害記官の生の声を聞いて参

りました。全国の会員は，総務局，人事局，

情報政策課の所管する事項について，その

方針や施策に，極めて高い関心を持ってお

ります。本日のテーマは，会員の関心の高

い事項を中心に提案させていただきました

ので，率直なお話をお聞かせいただきたい

と思います。

本座談会が実り多いものとなりますよう

祈念し，開始のあいさつといたします。

篠原事務局長

それでは， これからの進行は，服部企画

調査部長が担当します。

服部企画調査部長
｡ J ，

進行役を務めさせていただきます。早速

ですが，本日のテーマの順に進めさせてい

ただきます。
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めているところです。裁判員規則の

概要は，昨年公表済みの「選任手続

のイメージ案」に沿ったもので，具

体的な規則の内容は既にお伝えして

いるとおりであり，これを踏まえて，

選任に関する運用イメージを固めて

いく必要があります。最高裁として

も，できる限り具体的な手続や事毒

･内容のイメージを作成し，各裁判所

に情報提供していきたいと考えてい

ます。

これと並行して本年度は，各庁に

おいて模擬の選任手続を実施して選

任手続の運用の在り缶や辞退事由の
判断の在り方等に関する検討を深め

ていく必要があります。

なお，裁判員候補者名簿の調製段

階から候補者の呼出しを経て裁判員

等選任手続期日に至る一連勿各手続

を適正迅速かつ効率的に行うため，

業務のIT化やアウトソーシングに

ついて検討しており，本年4月から

裁判員候補者名簿管理システムの本

格的な開発に着手したところですb

このシステムには，①裁判員候補者

名簿データベース作成，管理機能，

②くじ選定機能，③宛名，帳票出力

機能などが盛り込まれる予定です。

また，中央で一括して処理した方が

効率的と思われる事務については,“
中央でまとめて処理することを考え

ています。さらに，選任手続事務に

ついては，訟廷事務室と事件を担当

する部（の書記官）との間でどのよ

うに業務の分担を行い，円滑に選任

1議圖官事務に関する最近の動向について

１
１
．
１
１

（1）裁判員制度について

服部企画調査部長 、

裁判員制度に関する準備状況，書記官事

務に及ぼす影響等についてお話しください。

中村総務局第一課長|
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中村総務局第一課長
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《

ア準備状況について

裁判員法が成立して以来，裁判員

制度の実施に向けて,①裁判員制度

にふさわしい刑事裁判手続の在り方

の検討（模擬裁判，研究会等),②

国民の負担に配慮した選任手続の構

築，③国民‘の幅広い参加を得るため

の広報・啓発活動，④勤労者等の参

加を得やすくするための環境整備に

向けた取組，⑤人的・物的態勢の整

備， といった多岐にわたる事項につ

いて検討を行い，準備を進めてきま

した。裁判員制度の施行まで約2年

となり，残された課題について組織

全体でより効果的かつ効率的な準備

や取組を行っていく必要があります。

このうち選任手続については，現

在,裁判員規則の制定作業中であり，

本年夏ころの制定に向けて準備を進
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I

1
事務を遂行するかという観点からの

検討も行っていく必要があります。

裁判員裁判の公判手続について

は，①部分判決制度の導入や，②証

人尋問等の記録媒体への記録，③公

判調書の整理期限の伸張といった重

要な手続規定の改正に関する法律が

成立しました。これらの法改正の趣

旨や内容等については後の関係箇所

で触れたいと思います。

イ蓋日宮事務に及ぼす影響等について

前述のとおり，現在，裁判員等選

任手続や裁判員裁判の審理の在り方

係書類の保管や事件記録への編て

つ，選任事件関係記録の送付や保存

に関する枠組みを策定する必要があ

り，裁判員規則の制定やその運用イ

メージの検討状況を踏まえ，規程や

通達レベルで整備を図っていく必要

があると考えています。

前述のとおり，裁判員等選任手続

においては，期日の呼出しを受けた

候補者からの照会，期日当日に出頭

した候補者の応接，基本説明，質問

に対する回答，期日終了後の対応な

ど多くの接遇事務が予想されます。

、

１
１

|＝
）

’

に関する制度設計や運用の検討が進

んでいますが， これに合わせて書記

官事務についても具体的な課題を抽
4 ．

出し，検討を行っていく必要があり

ます。

まず，裁判員等選任手続において

は，候補者への説明等これまで以上

に書記官の窓口対応の役割が増大す

るほか，候補者に対する選任期日の

呼出し等の選任期日前の準備行為や

選任期日への立会い，調書作成といっ

た新たな事務が発生します。

これらの中では，特に選任期日に

立ち会った書記官が作成する裁判員

等選任手続調書の記載の在り方が問

題となります。同調害の記載事項は

規則で定められますが，具体的な調

書のイメージについては必ずしも明

らかでないので,幾つかのケースに

ついてブ具体的な記載例を検討して

おく必要があります。また，選任手

続を進める上で作成される多数の関

様々な事情を抱えながら裁判所にア

クセスされる候補者の皆さんへの1

次対応は， この制度全体の評価にも

影響を及ぼしかねない重要な接点で

す。これらの事務については，事務

官も一定の役割を果たすことになる

と考えられますが， これまでも当事

者等との対応の接点として的確にそ

の役割を果たしてきた書記官が積極

的な役割を果たすことが期待されて

います。この点は，今後，更に明確

になっていく選任手続の事務内容や

各庁における模擬選任手続の結果を

踏まえ,訟廷及び立会部の書記官が，

どの段階で， どのような役割を果た

したらよいか，具体的にイメージし

ていく必要があります。

このように選任手続に関しては,

これまでになかった新たな手続や事

務が生ずるところから，そのための

研修や協議会，執務マニュアル等の

整備についても準備していく必要が

I

）
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ツールの一つと考えています。

②の改正の趣旨は，連日的開廷の

下では，記憶が鮮明なうちに審理が

進められるため, これまでのように

当事者が訴訟追行のために公判調書

で証人等の供述内容を確認する必要

性は低くなること，結審後速やかに

判決を宣告することが多くなると考

えられ，そのような事件の証人尋問

調書等を判決宣告日までに整理する

という運用は現実的でないこと等に

かんがみ，公判調書の整理期限を原

則として判決宣告の日までとする現

行法を改正して，前述のとおり調書

の整理期限を一定期間伸張するもの

です。

ただ，期限が伸長されても，調書

作成期間として余裕があるわけでは

ないことから，例えば調書作成にお

いて録音反訳方式を利用する場合な

どにおいては，期限内に公判調書を

作成することができるようにするた

’め，録音反訳業者の作業日数を短縮

するなどして,反訳書面の完成時期

を早めるための方策を整備していく

必要もあると考えられます。

その他，裁判員裁判の公判手続調

書に関しては，立ち会った裁判員の

氏名の表示をどのようにするか, 0

A機器等を利用しながらビジュアル

的に主張立証を行づた場合の記載

方法をどのようにするかといった調

書の記載方法に関する問題はあるも

のの，基本的にはこれまでの公判調

書と大きく変わらないと考えています。

あると考えています6

次に，公判手続段階における書記

官事務の中では,連日的開廷下での

審理の記録化の在り方が最も重要な

検討課題です。

この点に関しては，前述のとおり

裁判員裁判においては，①裁判所が

必要と認めるときは，証人尋問等の

結果を記録媒体に録画できるように

すること及び②刑事訴訟法48条3項

を改正して，公判期日から判決宣告

日までの期間が10日に満たない場合

の当該公判期日調書の整理期限を伸

張し，当該公判期日から10日又は判

決宣告期日から7日のいずれか早い

日とするこ“とを内容とする法律が成

立しました。

①の改正の趣旨は,裁判員等の記

憶喚起等のために必要があると認め

るときは，公判廷での証人尋問等を

記録媒体に録画しておき，この記録

媒体を評議等において活用すること

により，効率的な評議の運営を可能

とし，裁判員の負担を軽減しようと

するものです(実際の運用としては，
）

基本的にすべての裁判員事件で録画

できるようにする方向で検討中で

す｡)。ただし，証人尋問をビデオリ

ンク方式によって記録する場合に

は，被害者保護等の必要性が高いの

で，刑事訴訟法の規定と同様，証人

の同意が要件とされています。

なお,、ビデオリンク方式を用いな

いで録画する場合の記録媒体は， あ

くまでも評議等において利用できる

1
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また，証拠等関係カードについて

は，証拠調手続が公判前整理手続期

日と公判期日にまたがるようになっ

たため，結果欄の一括記載をしにく

いといった問題点の指摘があること

は承知じており， このような点につ

いて運用面で改善できないか現在検

討しているところです。近いうちに

一定の方針を示したいと考えています。

（2）書記官事務の環境整備について

服部企画調査部長
‘ ｝

音声認識システムの研究開発の状況につ

y<,お話しください。

安東総務局第二課長

ア音声認識システムの研究開発の状

雌、
瞳'一分

b 一

| 『
I
’I

I
’

一一一七

安東総務局第二課長

声認識技術を投入するなどの作業を

してきており，一定の認識性能の向

上が確認されましだ。

音声データの解析作業において

は，当事者本人・証人，検察官・弁

護人，裁判官という各発話者グルー

プごとに異なる特徴があることが確

認され， また，パソコンのキータイ

プ音や紙をめくる音等が音声認識に

悪影響を与えることも判明しまし

た。平成18年度においては，そのよ

うな認識率を低下させる言語的又は

音響的な要因に対処するとともに,
r

検察官及び弁護人の発話中の移動に

対する対策として，従来のスタンド

マイクによる音声データの収集に加

えて， ピンマイク装着による収集を

行い，音声収録系統の改良の有効性

を検証するなどの作業も行ってきた

ところです｡ ．

また，音声認識システムについて

は，当面裁判員制度での利用を念

頭に置いて，裁判員制度の具体的な

運用等も視野に入れつつ;研究開発
, ノ

を進めているところであります。裁

判員裁判においては，評議において

’
’
１
１

I

況について

音声認識システムについては，平

成18年度に，研究開発業者として日

本電気株式会社(以下｢NEC」と
いう｡）を選定し，裁判所用の言語

モデルナ音響モデル及び音声認識エ

ンジンを登載した音声認識ソフトの

構築と，機器構成や操作画面等の検

討を中心とした作業を進めていると

ころです。

音声認識ソフトの構築について

は，法廷での供述について安定した

高い認識性能を確保することを研究

開発の主な目的の一つとして位置付

け， これまでに蓄積してきた調書デー

タ(録音反訳の反訳書の電子データ）

及び東京地裁の刑事法廷において収

集している音声データを利用して，

言語モデル及び音響モデルを強化し

たほか, NECが保有する種々の音
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収録系統については，背景雑音や回

， り込みの音声を除去する技術につい

ての検討を行う予定であり，機器構

成や操作画面等についても，裁判員

裁判法廷及び評議室における運用イ

メージを踏まえて，職員が利用しや

すいものとするべく検討していきた

いと考えています｡

服部企画調査部長

複写機設置の公募制導入に伴う記録謄写

事務の留意点について，お話しください。

西澤総務局第三課長

裁判員が法廷における証人等の供述

内容を確認するためのヅールが必要

となるところ，裁判員裁判の評議に

おける裁判員等の記憶喚起等のため

に証人尋問等を録画する法整備がな

されたところであり，音声認識シス

テムにより得られた文字データを映

像・音声データとリンクさせること

によって，文字データをいわばイン

デックスとして利用して，証言等の

うち評議に必要な部分を検索し,速

やかに映像及び音声で再現すること

が可能になると考えられます。この

ため,音声認識システムについては，

逐語調書作成事務の効率化に用いる

のみならず，裁判員との評議におい

て，特定の供述を検索し, '映像‘･音

声によってその内容を確認するため

のツールとして利用することを念頭

に置き，映像関連機能を盛り込むこ

とを前提としてシステム構築の検討

を行っています｡

平成'9年度においても,平成'8年
度に引き続き，様々な話者や話題，

環境に対応できるよう音響モデル及

び言語ﾓデﾙの構築等の作業を進め

る予定であり，東京地裁における音

声データの収集を継続するほか，裁

判所間における音響環境の差異がシ

ステムに与える影響を分析したり，

方言（関西弁）への対応を検討した

りするために，東京高裁管内及び大

阪高裁管内の一部の地裁において

も，それぞれ一定時間の音声データ

の収集を行う予定です。また，音声

1

1

里
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１
１
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ゞ
‐
・
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複写機設置の公募制導入に伴う記

録謄写事務の留意点について

、記録謄写の複写機設置について

は，平成19年4月以降，準備の整っ

た庁から順次公募制に移行すること

が予定されています。この公募制実

施に伴い，今後，庁によってはコイ

ンベンダー方式の複写機が導入され

ていく‘こともあり得ると思われます

ので， この場を借りて， コインベン
･、

ｰ方式の複写機が導入されだ場合
の書記官事務の留意事項について，

若干,説函さ辻ていただきたいと思
います。

㈲、謄写時の監視について
、 『

謄写時におIﾅる監視の程度につ

いては，謄写の主体，謄写室の状

況等によって異なるものと思われ

ますが，監視カメラ及びモニター

を設置する予定であり, これらに

よる担保があることから，一般的

には，閲覧の際lそ同様，自席にお
いて注意を向ける程度で足りると

イ
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考えております。

ただし，個々のケースによって

は，事故が生じる可能性が高くな

ることもありますので，注意をし

ていただくようお願いします。

ff)運用上の工夫

閲覧等通達では，謄写人への遵

守事項として，①無断持ち出しの

禁止，②滅失，損傷などの禁止，

③喫煙の禁止，④その他各裁判所

が定める事項，を掲げており, コ

インベンダー方式の導入を機に，
各庁においても，庁の実情に応じ

て事故防止のための工夫を考えて

いただく必要がありますが，事故

防止のための工夫としては，①記

録を綴りから外させない，②原則

として謄写申請のあった部分のみ

を交付する，③遵守事項を記載し

た注意書を備え置き，当事者本人

二一mL
且
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１
１
一
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．
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西澤総務局第三課長

この1年間の通達改正等の実施状

況は次のとおりです｡

(ｱﾘ民事雑事件等の立件範囲の見直し

昨年‘9月5日に受付分配通達の

改正通達及び事務連絡を発出し，
民事雑事件等の立件の目的や必要

性に照らし,その対象範囲を見直‐

し，立件する必要性が低いと認め

られる申立てについては，平成19

年1月1日以降，立件しない扱い

としました。

１
．
４
口
〃
夕

１
１

，や利害関係人に対しては，注意書 なお,立件の有無にかかわらず，
を交付する，④記録の返還時に損 未処理書類の保管場所を明確にし
傷等がないか点検する， といった て管理するなど事務処理上の工夫
ことが考えられますので，参考に を図ることにより，事務処理の遅

）
していただきたいと思います。 滞や処理漏れが生じな‘いよう，今
ウ事務の効率化の見直し作業状況に 後とも留意していただきたいと思
ついて います。

服部企画調査部長 ff)民事事件の書証目録の記載の簡
事務の効率化の見直し作業状況につい 、 略化

て，お話しください。 ，昨年8月24日に書簡を発出し，
西澤総務局第三課長 民事事件における書証目録の「標
昨年お伝えしたとおり，総務局で 目」については，裁判所に提出さ
は，書記官事務の合理化適正化を れた書証の写しと証拠説明書の照r
図るため，書記官事務に関する通達 ‘ 合を行い，文書の標目や原本，写
等の見直し作業を行ってきました。 ／しの区別等が適切に記載されてい

53
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〆1

その動向を見守る必要があると考えて

います。

服部企画調査部長

法改正後の書記官事務の状況等について

お聞かせください。

上田総務局参事官

イ法改正後の書記官事務の状況等に

ついて

例労働審判関係

昨年4月1日に労働審判法が施

行され，地裁本庁において，労働

審判手続が開始されました。

平成19年3月末時点における労

働審判事件の全国の新受件数は

‘ 1163件であり，比較的落ち着いた

滑り出しであるよ可です｡事件の
終局事由を見ますと，調停成立で

既済となったものが全事件の約

70％を占めており，労働審判に対

して異議が申し立てられずに確定

したものなどを合わせると，全体

で8割近くの紛争が解決に至づて

， いるようです6また，平均審理期

間は,約2か月半となっています。

どのような処理状況から見ます

と，個別労働関係民事紛争を簡易

迅速に解決するという制度導入の

目的が一定程度達成されているよ

．うです。

労働審判手続における書記官事

務については，労働審判官や労働
． 「

審判員との連絡調整，答弁書の提

出催促等，書記官として最低限必

要とされる事務のほか，少額訴訟

を含めた訴訟手続，仮処分及び調

る場合には，証拠説明書を引用す

る取扱いによることも差し支えな

いこととしました。

なお，総務局としては，更に見

直す点がないか，今後も継続して

検討していきたいと考えていま

す。各庁におかれても, ‘昨今の事

務処理状況を踏まえ， 自庁内でで

きる事務の見直しや合理化につい

ては積極的膜取り組んでいただき
たいと思います。
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（1）民事・行政関係4

服部企画調査部長

最近の民事事件の動向，書記官事務の状

況等についてお聞かせください｡

安東総務局第二課長 ，

ア最近の民事事件の動向，書記官事務

の状況等について
ノ

最近の民事事件の事件数の動向です

が，破産事件・執行事件などの非訟事

件については平成17年度に引き続き，

おおむね事件数が減少しています。具

体的には，簡裁の一般調停事件（前年

比-7.4％)，特定調停事件（前年比一

5.6％),破産事件全体(前年比-9.5％)j

支払督促事件（前年比-7.2％)，不動

産執行事件（前年比-6.2％)，債権執

行事件､(前年比-8.4％)《といった状

況になっております。

一方で，訴訟事件については，簡裁

の訴訟事件（前年比十11％)，地裁の

訴訟事件（前年比十11.5％）のいずれ

についても増加傾向が見られ，今後も
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１
１

１
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停手続との事件の振り分けなどに

ついての当事者に対する窓口指

導，手続説明等の充実が求められ

ているところです。

(ｲ）少額訴訟関係等

a少額訴訟について

平成16年4月1日から，少額

訴訟の対象である訴額の上限が

30万円から60万円に引き上げら

れ，少額訴訟の利用の拡大が図

られた結果，申立件数の増加と

ともに（平成15年の申立件数は

1万8117件，平成18年の申立件

数は2'万2679件)，事前準備や

審理に時間を要する事件が増え

てきている状況にあります。こ

のような状況を踏まえ,裁判所

職員総合研修所における平成18

年度の民事実務研究会におい

て，少額訴訟を中心とした市民、 I ÷

紛争型事件における簡易裁判所

の書記官事務について，各庁の

具体的な工夫例や効率的な進行

管理を行うための方策，事件処

理の在り方等について討議が行

･われたと聞いております。

少額訴訟における受付段階の

注意点としては，相談者は少額

訴訟に過大な期待を抱いていた‘

り，手続についてそもそも誤解

をしている場合が見受けられる

よ"うですので，少額訴訟を選択

した場合のメリット，デメリヅ

ﾄを適切に伝える必要があると

思います。
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‐ 上田総務局参事官

， また，的確かつ効率的な事前

準備を行うためには，受付段階

で得た情報を以後の担当者に適

切に伝達することが重要である

と考えますので，各庁において

工夫をしていただきたいと思い

ます。

司法委員の活用に関しては，

専門的知見を有する人材が不足

｢しているとの声も聞かれるとこ

ろですが，新しい人材の発掘と

ともに，中長期的な方針の下に

育成に努めることも大切だと考
えます。

なお，平成18年度の書記官実

務研究においても，少額訴訟を

テママとして研究がなされまし

た。本研究報告書には，実務の

現場から，当事者対応が難しい

という声や少額訴訟ならではの

事前準備が負担であるという声

が聞かれることから，そのよう

な負担感を解消するためには，

場面に応じた道案内役としての

説明や働きかけである「手続案

内」と, 目標を意識して段階を

‐
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所において，東京地方裁判所管内の

簡易裁判所の管轄に属する督促事件

を対象として運用を開始し,その後，

平成19年､2月1日から，大阪地方裁
″ 1 ，

判所管内の簡易裁判所の管轄に属す

る督促事件にまで対象を拡大しまし

た｡運用開始後4月30日までに約

6000件の申立てがあり，順調に稼働

しています。督オンシステムによる

督促事件の事務処理については，督

促手続申立てをオンラインで行うこ

とが可能となり， また，裁判所内部

においても，電子データを事件記録

として取り扱う等,･従前と異なる事

務処理を行うこととなることから，

平成18年8月9日付けで総務局長通

達と通達の趣旨等を記載した総務局

第三課長事務連絡を発出しました。

また,東京簡易裁判所の担当職員を

対象として， システム操作の研修や

追った適切な手順を実践する

「段取り」が大切であるとの観

点から， 「手続案内」と「段取

り」を意識した書記官事務の内

・容が掲載されています。 ‘

また，各章において，実情調

査等に基づく対応例，工夫例，

取組例及び書式例等も紹介され

ています。近いうちに刊行され

る予定ですので，参考にしてい

ただきたいと思います。

b少額訴訟債権執行手続について

、平成17年4月1日から少額訴

訟債権執行手続が開始され，差

押処分（民執法167条の2)，弁

済金交付手続（同法167条の11

第3項）が書記官権限と定めら

れてから2年が経過しました。

平成17年4月から12月までの新

受件数（全簡裁）は374件とま
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操作マニュアルの配布等が行われた

ほか，異議後の審理を担当する職員

にも事務連絡等により事務処理方法

の周知が図られたところです｡今後

の展開については，督オンシステムィ

を利用した事務処理の状況や債権者

の動向を総合的に考慮しながら，東

京高等謝り所管内への拡大や更にそ

の先の展開についても検討すること

になると考えています。

（2）刑事関係

服部企画調査部長

最近の刑事事件の動向，書記官事務の状

況等についてお話ください。

だ少ないものでしたが，昨年1

年間では749件となり，やや増

加している状況にありますの

で，今後の動向については注目

していく必要があります。

服部企画調査部長

′督促手続オンラインシステムについてお

聞かせください。

西澤総務局第三課長

′ウ督促手続オンラインシステムにつ

、 いて“

督促手続オンラインシステム（以

下「督オンシステム」という｡）は，

民事局において開発が進められ，平

成18年9月1日から，東京簡易裁判
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安東総務局第二課長

ア最近の刑事事件の動向，書記官事

務の状況等について

最近の刑事事件の事件数を見る

’と，平成17年の刑事訴訟事件の新受

人員は，高裁が9331人，地裁が11万

1730人，簡裁が73万3025人（うち略
1

式事件数は71万4534人）であったと

ころ，平成18年は，高裁が9239人，

地裁が10万6020人，簡裁が67万5706

人（うち略式事件数は65万8398人）

となっており，景気や治安の回復に

伴い，やや減少傾向にあるように見

受けられますが，依然として高い水

準を維持しています。

次に，最近の刑事事件を巡る主要

な動向としては，昨年10月に施行さ

れた被疑者及び被告人の新たな弁護

人制度及び即決裁判手続がありま

す。これらの運用の実情等について

は後ほどお話ししたﾚｲと思います。
また，犯罪被害者等の権利利益の

保護を図るための法整備を巡る状況

についても後にお話しします。

服部企画調査部長 ・

法改正後の書記官事務の状況についてお
へ

話しください。

上田総務局参事官

イ法改正後の書記官事務の状況につ

いて

（ｱ）公判前整理手続‘

公判前整理手続については，平

成17年11月の施行から約1年半が

経過し，各庁で事件の争点及び証

拠の整理を的確に行うためのノウ

ハウが蓄積されつつあると思いま

すが，同時に，公判前整理手続調

害にはどのような事項をどの程度

記載するのが相当か，公判前整理

手続における書記官の関与の在り

方などの問題点が浮かび上がって

きています。

公判前整理手続調書の記載につ

いては，各庁共通の運用が定まっ

ているわけではなく；それぞれの

事件毎に裁判体の指示を受けなが

らの運用がなされているものと思

われます。公判前整理手続調書に

何を記載するかは，事件毎，争点

毎にその要否が異なるのは当然の

ことであり，一概に論じることは

できませんが，一般論としていえ

ば，公判前整理手続調書は，その

手続の中での具体的なやりとりを

逐一記載していくような経過調書

的なものである必要はなく，そう

したやりとりを経た結果，確認さ

れた事項を記載するという結果調

書的な姿を基本とすれば足りると

思われます。

次に，公判前整理手続における

書記官の役割という点では，公判

前整理手続が裁判をより一層適正

迅速で充実したものとすることを

目的に従前の第1回公判期日前の

公判準備に関する制度を補充・強

化するために制度化されたもので

あることにかんがみると，書記官

としては，当事者の準備状況につ

いての情報収集や当事者に訴訟行

’
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年7月から'19年3月までの新受人

員の累計は1109人で，既済人員の

累計は977人となっており， ‘この

間,全国でおおむね順調に事務処

理がなされていると認識し定おり、

ます。ただ，指定入院医療機関に

ついては，整備の途上であること

から，既に整備されている指定入

院医療機関に入院が集中し，その

所在地を管轄する地方裁判所に退

院又は入院継続の申立てが多くさ

れている現状があるようです。

㈲その他（即決裁判制度，被疑者

及び被告人の新たな弁護人制度）
‘即決裁判制度や被疑者及び被告

人の新たな弁護人制度について

は，地域によっては刑事弁護を多

く担う司法支援センターの態勢の

整備（特に勤務弁護士の確保）に

ついてなお課題がありますが，裁

判所の事務処理としてはおおむね

順調になされていると認識してい

ます｡

なお，即決裁判の実施状況につ

いては，平成18年10月から19年2

月までの終局人員3万7148人（地

裁3万1579人，簡裁5569人）のう

ち， 1281人（地裁1149人，簡裁

132人）について即決裁判手続の
／ 、

申立てがありました。

為の期限が定められた場合の期限

管理，書面の提出の場合にはその

内容が要件を満たしたものである

かといった実質的なチェック等，

従前から行っている進行管理事務

の運用の中で培ってきた知識・経

験を活かして, "公判前整理手続が

円滑に進行するよう積極的に関与

していく必要があります。

ただ，公判前整理手続等の運用

の在り方が試行錯誤的な状況にあ

り，そのプラクティズが必ずしも

十分に固まっていない現状にあっ

ては，書記官としては，裁判体の

方針を確認し,他の一般事件の事

務処理等の負担をも考慮しなが

ら，当事者との連絡や働きかけ等

の局面において， どの程度これに

関与すべきかについて,認識を共

有しながら，書記官としての役割

／を果たしていくことになると思い

ます。

裁判員裁判が始まった後は，公

判前整理手続に付される事件が格

段に増えることは間違いありませ

んので，今の段階で,手続の円滑

な運用のために書記官として何が

できるのか，何をすべきか，何が

期待されているのか，などを考え

ていくことが必要であろうと考え
' j

ます。

(ｲ）医療観察事件 、

医療観察事件については，間も

なく施行後2年を迎えるところ，

事件の処理状況としては，平成17
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服部企画調査部長

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るた

めの法整備を巡る状況についてお話しくだ

さい。
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上田総務局参事官

ウ犯罪被害者等の権利利益の保護を

に当該請求に係る事件に関する記

録を送付しなければならないもの

とされています。

(ｲ）犯罪被害者等が刑事裁判に直接

関与することのできる制度について

この制度は，殺人，傷害等の故

意の犯罪行為により人を死傷させ

た罪，業務上過失致死傷等の罪に

係る被告事件の被害者等から，被

告事件の手続への参加の申出があ

る場合において，裁判所が相当と

認めるときは，当該被害者等が刑

事裁判手続に参加することを許す

というものです。参加を許された

者(被害者参加人)は原則として，

公判期日に出席し，被告事件につ

いての検察官の権限行使に関し意

見を述べ，説明を受けるごとがで

きるほか，裁判所の許可を得て，

証人を尋問することや，被告人に

質問を発すること，公判期日にお

いて,検察官の意見の陳述の後に，

自ら意見を陳述するこどができる

と･されています。

図るための法整備を巡る状況について

犯罪被害者等の権利利益の保護を

図るための法整備を巡る状況につい

ては，①損害賠償請求に関し刑事手

続の成果を利用する制度，②公判記

録の閲覧及び謄写の範囲の拡大,③

犯罪被害者等に関する情報の保護，

④犯罪被害者等が刑事裁判に直接関

与することのできる制度の4つを内

容とする改正法が成立したところで

すが，この法案が可決・施行される

と，書記官事務にも影響があるとこ

ろですので，以下では，法案の概要

についてお話ししたいと思います。

例損害賠償請求に関し刑事手続の

成果を利用する制度について

この制度は，殺人，傷害等の故

意の犯罪行為により､人を死傷させ

た罪等に係る事件について,被害

者等が刑事裁判所に対し，損害賠

償の請求(損害賠償命令の申立て）

をすることができるというもので
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す｡この申立てについての審理は，

原則として,被告事件について有

罪の言渡しがあった直後に開始さ

れ裁判については決定によるも

のとされています。決定に対して

は異議の申立てができ，その場合

には，損害賠償命令の申立てがあっ

たときに通常の民事裁判所に訴え

の提起があったものとみなされま

す。このときには，刑事事件の書

記官は，当該民事裁判所の書記官

(刺その他

その他，公判記録の閲覧及び謄

写の範囲の拡大に関する事項，犯

罪被害者等に関する情報の保護に

関する事項があります。

閲覧謄写の範囲の拡大について

は，現在の要件を改め，被害者等

については，原則として公判記録

の閲覧・謄写を認めることとした

上で，例外的に，犯罪の性質，審

理の状況その他の事情を考慮して

～
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相当でないと認める場合に限り，

これを認めないこととされています。

犯罪被害者等に関する情報の保

護については，①公開の法廷にお

いて性犯罪等の被害者の氏名等を

明らかにしないようにするための

制度と，②証拠開示の際に，相手

方に対して，犯罪被害者の氏名等
l

が関係者に知られないよﾉうにする
ことを求めることができる制度の

2つがあります。

（3）家事関係

服部企画調査部長 ′

最近の家事事件の動向,書記官事務の状

況等に？いてお話しください。

安東総務局第二課長

利用促進が進み，特に後見監督の対

象となる事件の数は累積的に増加す

ることが予想されます。

このような実情を踏まえ，平成18

年7月に最高裁において開催された

成年後見事件担当裁判官等事務打合

せや本年2月に開催された家裁首席

書記官協議会において，成年後見事

件処理の合理化のための方策等が協

議されました。そのポイントとして

は,①鑑定及び本人調査の省略,②

第三者後見人及び後見監督人の活

用，③後見監督の在り方，④提出書

類等の見直し等,⑤参与員の活用,

⑥自治体との協力及び役割分担といっ

た点であり，詳しい結果は各庁にお

伝えしているところです。特に，後

見監督の在り方については，本年1

月に出された「家事書記官事務の手

引（改訂版)」にも，処理の合理化

を検討する指針となる事項を示して『

おりますので，各庁での検討に役立

てて'いただきたいと思います。

各庁の創意，工夫もあり，成年後

見関係事件の平均審理期間は，若干

短縮され，審理の合理化の取組の成

果が見られますが，多くの支部・出

張所では審理期間が本庁より長かっ

たり，鑑定実施事例においては，平

均審理期間に従前と,ほとんど変化が

ないなど，事件処理の合理化方策に

ついて,今後更に改善を検討してい

Kべき部分も見受けられます。今後

とも，成年後見関係事件の事務処理

方法について,事務の見直しを行い，

一、
】
ノ

I

■

ア最近の家事事件の動向書記官事

務の状況等について

平成18年は，家事事件及び人訴事
〆

件新受件数の総数の増加率は前年比

約3.5％でした。その内訳を見ると，

家事調停事件は，ほぼ横ばいの状態

ですが，家事審判事件は約4.4％増

加しました｡家事事件全体としては，

新受件数増加率は高くないとはい

錨後見開始等，保佐開始等及び補

助開始等の新受件数は3万6626件

と，前年比では約52％の増加， 5年

前の平成13年との比較では約3.0倍

の事件数となっています。また，後

見等監督事件の新受件数は:4万281

件と，前年比では約26％の増加， 5

年前の平成13年との比較では約5.7

倍の事件数となっています。成年後

見制度については，今後， ますます
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合理化を図っていく必要があると考

えています。

なお，後見に関する事件及び財産

の管理に関する事件については，事

務の合理化の観点から，業務の流れ

に適合した事件記録の保管及び保存
l､ I

方法に改めるのが適切であると考

え，平成18年11月6日に事件記録等

保存通達の改正通達を発出し，記録

の保存期間の始期等の見直しを行い

ました。

また，後見事件管理シスデ蟹（改

修後の名称：後見事件管理プログラ

に見ると増加傾向がうかがわれます。

人事訴訟事件が家庭裁判所に移管

された趣旨は，調停手続と訴訟手続

を同一の裁判所で取り扱うことによっ

て家庭裁判所の紛争解決機能を高め

るとともに国民にとって利用しやす

いものとし， また，家裁調査官の専

門性を活かし，参与員関与により一

般国民の良識を反映させることで充

実した審理を実現するところにあり

ます。家庭裁判所への移管の趣旨を

・ 十分に実現するためには， まず，調

停の充実を図り，調停において紛争

、 を解決するための努力や工夫が必要
（ であって，調停が訴訟への通過点と

なることがあってはなりません。し

↓ 、かし，調停が成立せずに訴訟が提起
された場合には，調停における成果

をうまく訴訟に引き継ぐよう工夫す

． るなど，調停と訴訟の適切な連携を

図ることが重要になると考えます。

そのためには，当事者双方に，争点

について，共通の認識を持ってもら

うことが最も重要です。調停の成果

を訴訟に引き継ぐ方法としては，当
． 、 ← I ，

事者双方と争点を確認して，その結

‘ 果を書面化しだり記録化することも

‘ 考えられますが，書面化又は記録化

することが自己目的化することがな

いように留意する必要があります。

また，裁判官と協議して行うこと

ではありますが，家裁調査官や参与

員を事案に応じて適切に活用してい

くことも検討していく必要があります。

このほか，本年4月1日から，い

I
Ｉ

【

’
３
１
日
１
・
Ｉ
Ｉ
Ｂ
、
１

ム）については，期日進行管理プロ

グラム（家事事件用）とのデータ連

携機能追加進行管理機能追加等の

改修作業が行われており，順次各庁

へ導入していくことを予定しています。

服部企画調査部長

人事訴訟事件の家裁への移管後の書記官

事務の状況等及び家事相談の実情について

お話しくださいb

西澤総務局第三課長

イ人事訴訟事件の家裁への移管後の

書記官事務の状況等について

人事訴訟事件が家庭裁判所へ移管

されてから3年が経過しました。平

成18年1月から12月に終局した人事

訴訟事件の平均審理期間は8.9か月

であり， このうち当事者双方が出席

↑し，かつ判決で終局した事件を見る

と11.9か月となっています｡人事訴

訟事件の処理状況についでは，長い

目で検証していく必要があります

カミ人事訴訟の未済件数は，全国的
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化することなどが考えられます。ま

‘ た，手続に関する相談を超える場合

は,司法支援センターや地域包括支

援センター等の周辺機関を紹介する

などして，無用に相談内容に踏み込

まないようにする必要もあります。

なお，総研の平成19年度書記官実

務研究においては，家事相談をテー

マに，手続相談としての家事相談の

効率化の方策が研究されています。

（4）少年関係‘

服部企画調査部長

最近の少年事件の動向，書記官事務の状

況等及び被害者配慮制度等における書記官

事務の在り方についてお話しください。

安東総務局第二課長

ア最近の少年事件の動向，書記官事

〃 務の状況等について

少年保護事件の新受人員は，昭和
）

58年にピーク（68万4830人）を迎え

て以降減少を続け，平成7年に29万

' 3703人となった後若干増加しました

が，平成11年以降再び減少し,平成
一~｝

18年は21万1799人となっており，一

般に思われているような増加傾向に

あるわけではありません。しかし，

社会の注目を集める重大事件が続く

． など，事件処理により一層の配慮が

求められる状況となっています。資

質面や家庭等の環境面に根深い問題

を抱えた少年も少なくなく，近年注

目されるようになった発達障害等，

高度な科学的知見を必要とする事案

も目立つようになっています。

平成12年改正少年法が平成13年4

わゆる離婚時年金分割制度が導入さ

れ，本年4月の申立件数は各事件種

別の合計で812件(速報値）でした。

この事務については，本年3月に家

庭局から申立書式が配布され，事件

処理の参考資料として「離婚時年金

分割制度関係執務資料」が出されて

います。書記官においても，制度内

容の理解を深め，確実な事件処理を

心掛けていただきたいと思います。

ウ家事相談の実情について

家事相談については,法律的な手

続に不慣れな一般の当事者から種々

雑多な相談が持ち込まれ，事務負担

が重いという声が多くの庁から聞か

れます｡家事相談の役割は，あくま

で家庭裁判所が取り扱う家事事件の

手続に関する相談(教示)であり，国

民が家庭裁判所の手続を利用しやす

くするとともに，家事事件の受付事

務の円滑な処理を図るためのもので

す。身の上相談や法律相談とは異な

ります。この区別があいまいになる

と，本来の目的である手続相談の枠

を超えた相談となってしまうため留

意する必要があります。また，家事

相談の内容を標準化し，庁や相談担

当者によって内容が異なることのな

いように配慮する必要もあると思い

ます。

具体的には，当事者に対して，相

'談内容は手続相談に限られる旨の説

明を更に徹底する．とともに，定型的

な説明については相談ツールを作成

したり，活用することによって簡略
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月に施行されていますが，以前に比

べ手続が複雑化しており，その適切

な進行を図り，的確な事実認定を行

うため，事件の進行管理を担当する

書記官の役割が青層重要となってき
たことはこれまでも申し述べてきた

ところです。書記官は，裁判官及び

家裁調査官と，チームとして緊密な

連携と協働を図りながら，事件処理

に関する認識を共通化させ，事件処

理の過程で発生する様々な事象に的

確に対応して進行を図ることが大切

になっています。

上記改正において,①少年事件の

処分等の在り方の見直しダ②少年審

判の事実認定手続の適正化③被害

者への配慮の充実が図られました

が， これらの改正点については〉同

法附則3条において施行5年後の険

討が予定されていたところ，平成18

年6月にこの5年間の施行状況が政

府から国会に報告され,同年10月か

ら12月までの4回にわたり，法務省

において，少年犯罪の被害者団体，

日弁連，最高裁，刑事法学者が出席

する「平成12年改正少年法に関する

意見交換会」が開催されました。今

後， この意見交換会で出された意見

のほか，与党における議論も踏まえ

つつ，改正法の施行状況の評価や見

直fの要否を検討していくものと思
われますが,平成17年12月に犯罪被

害者等基本計画が策定されたことも

受けて，被害者による少年審判の傍

聴問題について,その可否も含めて

検討されています。書記官事務にも

影響があるところですので，その動

向に留意していただきたいと考えて

います｡，

また，平成15年に長崎市で起きた

12歳の少年による殺人事件‘を契機と

して，内閣から提出された少年法等

の一部改正法が本年5月25日に成立

しました。その内容は，①警察官等

における触法少年に係る事件の調査

手続，②下限年齢をおおむね12歳以

上とする14歳未満の少年の少年院送

致,③保護観察中の者が遵守事項を

遵守しなかった場合の措置，④一定

の重大事件について裁判所の判断に

より国選付添人を付する制度の導入

等を目的とするものとなっていま

す。この法律が施行されると,受付

事務や事件の進行管理面において書

記官事務に影響があります。今後，

随時情報提供していく予定ですの

で，同様に留意していただきたいと

考えています。

なお，少年保護事件記録等の編成

つに、 いては， これまで明文の定めが

ありませんでしたが，平成18年7月

20日に,各庁からの意見を踏まえて，

少年保護事件記録等の編成につい

て，送致関係書類と裁判所関係書類

等に2分して編成する旨の総務局

長，家庭局長書簡を発出し編成方法

を示しました。

イ被害者配慮制度等における書記官

事務の在り方について

平成12年の少年法改正により導入
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’された,記録の閲覧謄写，意見陳述，

審判結果等の通知といった被害者等

に対する配慮制度については，犯罪

被害者等基本計画においてi， 「少年

保護事件に関する被害者配慮制度の
ノ

周知徹底」との施策が掲げられまし

た。これを受けて，被害者等への配

慮制度を一層充実させるため，平成

18年9月28日付けの家庭局長書簡に

おいて，一定の少年保護事件の被害

者等に対し，担当書記官がリーフレッ

ト等を郵送して被害者配慮制度の案

内をするといった取組とそれを実施

する場合の目安力赤されたところです。

被害者等に対する配慮は，庁全体

で取り組むべき事柄ですが,"少年保

護事件が係属したら，できるだけ早

期に制度の存在と内容を被害者等に

知らせることが重要です。そこで，

少年事件の進行を管理する書記官が

しください。

垣内人事局給与課長

（'）新たな昇給制度の導入,運用について

新たな昇給制度は， これまで行われ

ていた特別昇給と普通昇給を統合した

上，昇給時期を毎年1月1日の1回と

し，昇給の区分にAからEまでの5段

階を設けてそれぞれの昇給号俸数を定

めるもので，職員の勤務成績が昇給に

適正に反映される仕組みとされています｡

この新たな昇給制度は，行H7級以

上の特定職員については,既に平成19

年1月1日昇給期から実施されている

ところですが，特定職員以外の一般職

員についても，平成20年1月1日昇給

期からは特定職員と同様の仕組みが適

用されます。 ．

ｰ 裁判所においては，全国統一様式の

「昇給評定書」を使用して，多段階評

定の仕組み（1次評定， 2次評定，調
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１
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整段階）により勤務成績を評定し，そ

れに基づいて5段階の昇給区分を決定

します。また，評定者に対して,各評

定項目の具体的なイメージをつかんで

もらう観点から，評定の際に利用する

ツールとして「評定における着眼点」

を交付しています。

この「昇給評定害」及び「評定にお

ける着眼点」については，評定者がよ

り理解しやずく，個々の職員の平素の

勤務ぶりや勤務実績をより的確かつき

め細かに評価できるようなものにして

いくという観点から，平成19年1月1

日における特定職員の昇給に使用した

ものに修正を行っていますが，今後と

リーフレット等の送付を行うことが

相当と考えられたものです。これま

で被害者等に関する連絡，説明，関

係者間の調整等の事務は，家裁調査

官が多くを担ってきましたが,書記

官が事件の進行管理の一環として，

被害者等との連絡調整の中心となっ

て行うこととし，裁判官や人間関係

諸科学の専門家である家裁調査官と

適切な役割分担をすることが必要で

あると考えます。

、
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服部企画調査部長〃 ，

書記官の給与上の諸問題等にづいてお話 ‐
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１
１

も，裁判所を取り巻く諸情勢の変化等

を踏まえて,必要に応じて改定してい

きたいと考えています。

(2)書記官全体の処遇について

書記官の給与上の処遇については，

従来から,書記官の法律専門職として

の高度の専門性，職務の複雑・困難性

等を最大限主張してその改善に努めて『

きましたが，一連の司法制度改革が推

進される中で,,書記官の権限が拡大さ

れぅ職責が著しく増大している状況を

踏まえ，級別定数改定や官職増設にお

いて成果を上げたところです。これか

らも適正な処遇を実現するために同様

の努力をしでいくつもりです。

(3)級別定数,特に書記官の格付け関係

について

平成19年度予算の級別定数の改定

はj司法制度改革に関する諸制度の実

施を推進し,定着させるために，裁判
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十

垣内人事局給与課長

上,高裁訟廷管理官についても，引

き続き7級切上げが震き，書記職全

体の官職評価の引上げという面から

も意義のあることだと考えています。

以上の結果，下級裁次席書記官に

ついては，増設が認められた3誼ス

トを含む136ポスト中127ポストが7

:級以上に格付げられることになりま
した。 1

イ 6級以下関係
、 、 『

書記官については，平成9年度以
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部門の執務態勢をより充実強化する必

要があること，それに伴って職責が一

層重くなる書言萌について，その職責

にふさわしい処遇を行う必要があるこ

と等を根拠に,現下の厳しい財政状況

を背景に，公務員総人件費抑制の動き

が強まる中ではありますが,次に述べ
るとおり，一定の成果を上げることが

できたと考えています｡

ア 7級関係

、地裁次席書記官4 （前年度5），

高裁訟廷管理官3 （前年度1）の切

上げを実現することができました。

地裁次席書記官についてター定数

の切上げを実現することができた

降の大幅な定員振替及び増員により

級別定数の構成比率が変動し，中堅

層の級別定数が不足することが予想

される状況にあることからゴ裁判所

の基幹官職である書記官の処遇が後

退することを避けるため，本年度も

引き続き5級， 4級及び3級につい

／て,現在の処遇水準を維持するため

に必要な330（5級80， 4級100, 3

級150)という切上げ数を実現する

ことができました。

ウ官職増設関係

官職増設については，総人件費極

力抑制という基本方針に抵触するも

のではありますが，裁判部門におけ

、
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る執務態勢の充実強化の重要性か

ら，東京地裁に次席書記官1 (7級

格付け)，大阪地裁及び東京簡裁に

次席書記官各1 （いずれも6級格付

け）の増設を実現し， また，主任書

記官についても， 50という増設数を

確保することができました。

工定員振替関係

速記官から書記官への振替，事務

官から書記官への振替のいずれにつ

いても，前年度と同様，対当級での

振替ができました6

の間に，各高裁において口述試験が実

施されました。

今後は,口述試験合格者に対し， 7

月2日から9月18日までの間，裁判所

職員総合研修所における中央研修及び

各庁における実務研修を内容とする実

務試験が行われることになります。こ

の実務試験は,書記官任用前に，書記

官として必要な基本的な法律知識と実

務知識を付与することを主たる目的と

する研修という面も有するもので， ま

すまず高度化する書記官事務を適正迅

速に処理できる書記官を育成すること

に資する内容となっています。

なお，裁判所職員総合研修所におけ

る中央研修の期間は，従前の書記官基

礎研修の期間とほぼ同様であることか

ら，家庭事情等のため長期間の研修に

参加することが困難な職員で実務能力

を有する優秀な事務官等にも，書記官

8

(~）

4書記官の任用上の問題について

服部企画調査部長

書記官の任用上の諸問題についてお聞か

せください。

丸山人事局参事官

（1）書記官任用試験及び主任書記官選考

について
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司法制度の改革に伴い，制度改革や

法改正がめまぐるしく行われる中， ま

すます高度化する書記官事務に対応し

ていくため,従前のCP試験に代わり，

昨年度から，裁判所書記官任用試験

(以下「CA試験」という｡）が始まり

ました。

昨年度行われたCA試験(CA-1)

では，全国で648人の受験申込みがあ

り，筆記試験，口述試験及び実務試験

を経て最終合格した62人が， 10月1日

付けで書記官に任官しました。

本年度の試験'(CA-2)について

は， 1月18日及び19日に筆記試験が実

施され， さらに5月7日から25日まで

となってその能力を活用する途を確保

できるものと考えています。 ‘

次に主任書記官選考についてです

が，現在は，すべての高裁において公

募による主任書記官選考が実施されて

います。これは，今後ますます重要性
1，

が高まっていく主任書記官という職務

について，意欲と能力のある職員を適

材適所の観点から透明な手続によって

広く登用していくという趣旨によるも

のだと認識しています。また,公募制

々の場合,子どもの養育など自らのライ
ィ

フサイクルを踏まえて，いつごろ選考

を受験するかということを自ら選択す

ることが可能であることから，男女共

、
‐
ノ
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同参画社会における女性の主任書記官

の積極的登用にとっても望ましい手段

の一つではないかと考えています。

(2)書記官の任用政策について，特に主

任書記官等のポストの増設及び害記官

の専門分野ごとの育成・配置について

〔主任書記官等のポストの増設について〕

「書記官の給与上の諸問題等につい

て」のところで説明したとおり，主任

書記官ポスト"の増設については，平成

19年度予算においても，相当数の主任

書記官の増設を実現することができま

した。

適正迅速な裁判の実現に向けて裁判

部の職員が十分に能力を発揮できるよ

うな指導監督態勢を構築していく必要
ム ・

性がより強まっていますので，主任書
） 、 ．

記官ポストの増設についてはう今後も

引き続き努力をしていきたいと考えて

います。

また，大規模地裁の大規模な部にお

いて多くの部下職員を抱えて極めて重

い職責を担う主任書記官の給与格付け

の改善を図るため， これまでに，東京

地裁，横浜地裁， さいたま地裁，千葉
、ノ

地裁，大阪地裁,京都地裁,名古屋地

裁,広島地裁,福岡地裁,札幌地裁に
総括主任書記官ポスト（7級）の設置

を行ってきたところです。

さらに，平成17年度には，同様に重

い職責を担う高裁訟廷管理官について

も7級（旧9級）切上げ2を，引き続

き平成18年度には1の切上げを，平成

19年度においても3の切上げを実現す

ることができたところですが，書記官

1

1

8 ご 汀富

ｐ
■
■
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．
８
日
ｌ
Ⅱ

I

丸山人事局参事官

全体の官職評価の引上げにもつながり

ますので，引き続き努力していきたい

と考えています。ただ， 7級はj行政

官庁では「管区機関の特に困難な業務

を所掌する課の長や府県単位機関の

長」についてようやく格付けられる職

務の級であるためウその拡大について

は，一定の限界があることは理解して

いただきたいと思いますb

〔書記官の専門分野ごとの育成。配置

について〕

司法制度改革は，議論・立法の段階

を終え，実施の段階に入っています。

社会の複雑多様化，国際化等がより一

層進展する中で，国民がより容易に利

用できるとともに，公正かつ適正な手

続の下， より迅速，適切かつ実効的に

｛その使命を果たすことができる司法制

度の構築と円滑な運用に向けて司法制

度改革の実施が進められている中で，

裁判所がその使命を十全に果たしてい

くためには，書記官にあっても，裁判

‘官との協働態勢の下;裁判官との機能

分担を更に推進するとともに専門性の

向上を図って，訴訟運営に積極的に関

わっていくことが求められます。
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者数（25人）とほぼ同水準です。ま

た，昨年度に書記官として再任用さ

れた者（40人, 1回目及び2回目更

新者合計数）のうち， 29人（約

72.5％）の任期が更新されています。

今後，公的年金の満額支給年齢の

引上げが段階的に進むにつれて，再

任用希望者（任期の更新希望者を含

む｡）が増加し，それに伴って現在

の勤務地以外の場所での再任用を希

望する者も増加していくことが予想

されます。このため，再任用者の任

用配置に当たっては，他の地家裁管

内又は他の高裁管内での再任用を希

望した者の勤務地の調整や，再任用

希望が小規模庁に集中した場合の勤

務地の調整，更には現役職員の異動

ローテーションとの調整等，種々困
。 ､

ノ毎 ,

難な問題に直面するものと思われま

すので，最高裁としても各高裁と緊

密な連携を図りながら適切な対応を

行っていきたいと考えています。

イ他官庁への出向状況等について

他省庁等への出向は，平成19年4

月1日現在， 12か所42人となってい

ます。具体的な出向先は次のとおり

、です。

(1)衆議院（法務調査室) 1

（2）参議院（法務調査室） 1

（3）裁判官訴追委員会1

（4）弾劾裁判所2

‐ （5）公害等調整委員会1

（6）公正取引委員会2

（7） 国税不服審判所（東京，関東

信越，大阪，名古屋広島） 6

！また，特に刑事分野においては,,裁

判員制度の導入に向けて，現在具体的

な問題点の把握に努めており，できる

限り効率的な運用方法等を模索してい

るところですが,書記官事務の遂行に

当たっても，新制度の導入に向けた検

討や準備，円滑な施行，施行後の運用

の改善など，継続性を持った取組が求

められています。

書記官には多様な経験を積んでもら′

うことを基本に据えることはこれまで

と同様ですが， このよう‘な司法を取り

巻く状況にかんがみると，今後は，書

記官の育成,配置の在り方については，

新しい制度の運用等をも見据え，書記

官の専門性の向上にも十分に配慮して

いく必要があると考えています。

（3）再任用の実施状況等について

服部企画調査部長

再任用の実施状況についてお話しくださ

い。また，書記官の他官庁への出向状況等

についてもお聞かせください。

丸山人事局参事官

ア再任用の実施状況について

裁判所においては，職務に対する

意欲と能力を有し，再任用を希望す

る職員については，定員及び(級別）

定数の範囲内ではありますが，原則

として再任用する方向で運用してい

ます。

書記官（有資格者）の再任用者数

を見てみると，平成18年度末に定年

退職した書記官(有資格者)のうち，

本年4月に再任用された者は22人

（約19%)であり，昨年度の再任用
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（8）人事院1

（9）金融庁2

m預金保険機構(東京，大阪)2

01）法務省1

⑫日本司法支援センター(本部，

東京，千葉，大阪，京都，奈良，

三重，福井，広島，佐賀,長崎，

熊本，宮崎，宮城，札幌香川，

徳島，高知，愛媛）22

出向期間は出向先によって異なり

ますが，通常は2年ないしは3年と

なっています。

他省庁等への出向は，裁判所以外

の組織を経験することによって視野

が拡大し識見が高まるため，出向者

一 自身の能力向上や専門性を深めるこ

とに資するところが大きく，ひいて

は，それを組織に還元することによ

り，組織にとっても有用性が高い等

のメリットもあることを考慮に入れ

つつ，事件処理に必要な書記官を確

保することを前提に，今後も出向先

及び人数について検討していきたい

と考えています。

（4）産前。産後休暇，育児休業制度にお

ける代替要員の確保について

服部企画調査部長

産前・産後休暇，育児休業制度における

代替要員の確保についてお聞かせください。

丸山人事局参事官

産前・産後休暇中における代替要

員の確保については，平成14年8月

1日から，休職者や年度途中の離職

者がいる等の限られた場合ではあり

ますが，書記官を代替要員とする臨

時的任用を行っているところです。 、

最近数年間における育児休業を取

得した書記官の数は，平成15年度が

99人(うち男性職員5人,,以下（ ）

，内は男性職員数で内数)，平成16年

度が97人（7人)，平成17年度が134

人（11人)，昨年度が139人（13人)，

そのうち任期付採用又は臨時的任用

（以下唯期付採用等」という｡）を

‘行った数は,平成15年度が84人

（84．8％），平成16年度が80人

（82.5％)，平成17年度が106人

（79.1％)，昨年度が110人(79.1%)

となっており，育児休業に伴う代替

措置としての任期付採用等は，育児

休業制度の定着とともに,高い割合

で行われるようになっています。 ”

ところで，書記官の育児休業等に

伴う代替要員の確保については,書

記官任命資格を有する者の代替要員

の確保の困難さから，産前･産後の

特別休暇中は,事務補助要員を賃金

雇人どいう形で雇い入れ，その後の

育児休業期間中は，その者を事務官

として任期付採用等を行うことも多

いかと思われます(昨年度任期付採

用等を行った者110人のうち，害言ヨ

官を任用したのは27人（24.5％）と

なっています｡)。

そこで，書記官任命資格を有する

代替要員を確保し，司法制度改革の

実施に向けて裁判部の戦力を維持す

るため，書記官任命資格を有する者

で， 1年以内に定年退職，再任用終

了， 自己都合退職等が予定されてい

’
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急きょ職務復帰することとなった場

合に生じる支障や育休代替要員によ

る補充の困難性等を総合考慮して行っ

ているものです。

また，平成17年1月には，次世代

育成支援対策推進法に基づく裁判所

特定事業主行動計画「みんなで支え

る子育て応援アクションプラン～よ

りよい勤務環境を目指して～」が策

定されました。この中では,任期付

採用等による代替要員の確保につい
ゾ

ても触れており，育児休業等を取得

することになった場合は，業務に支

障が出ないように業務分担の見直し

を行ったり，任期付採用等による代

替要員を確保することを検討するな

ど，育児休業等取得者が安心して育

児に専念できるような勤務環境を整

えていくこととしており，今後もよ

り一層，書記官の育児休業等に伴う

る者に対して任期付採用等の希望に，

関する調査を実施したり，各裁判所

は，当該症に書記官任命候補者がい

ない場合でも，高等裁判所や最高裁

判所への照会を通じて，当該庁にお

いて勤務に応じる見込みがある者に

ついての情報を収集することができ

る態勢を整えているところです。

また，産前・産後の特別休暇期間

中の臨時的任用者の給与格付けにつ

いても，育児休業に伴う任期付採用

等と同様に，再任用者よりも有利な

俸給月額に決定できるような方式を

採っており，希望任地等で折り合え

ば再任用希望者が産前・産後休暇及

び育児休業期間中の代替要員として

活躍してもら：える環境作りも行って

います。

しかしながら，任期付採用等の候

補者を十分に確保することが困難な
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代替要員の確保に努めていく必要が
． ）

あるものと考えています。

なお，本年5月16日に， 「国家公

務員の育児休業等に関する法律の一

部を改正する法律」が公布され，同

日から3か月以内の政令で定める日

から施行されます。この法律の趣旨

は，少子化対策が求められる中，公

務においても，長期間にわたる育児

と仕事の両立が可能となるように，

現行の部分休業について一部改正を

行うとともに，新たに育児のための

毎時間勤務を認める制度等を導入す

るというも･のです。

具体的に申し上げますと，育児の

状況は依然として続いていますし，

書記官数の増加や育児休業等取得の

促進により，今後も，育児休業取得

者が高い水準で推移することが見込

まれます。そこで,先に述べたよう

な方策に加えて，平成19年度におい

ても，書記官に限ってではあります
、

が；各高裁管内における育児休業取

得者数のうち，一定程度の数につい

て正規職員である書記官で補充でき

る扱いとしています。これは， 1年

間を通じて常時相当数の書記官が育

児休業を取得し， しかも育休代替要

員の確保が実際上困難であることが

見込まれる中で，育児休業取得者が

。
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ための短時間勤務については，小学

校就学の始期に達するまでの子を養

育する常勤職員が，常勤職員として

の身分を保有したまま短時間勤務を

行うことができる制度となっていま

す。勤務のパターン‘は，①1日当た

り4時間（週20時間),@1日当た

り5時間（週25時間)， ‘③週3日

（週24時間),④週2日半(週20時間）

等の形態があります。給与はタ俸給

月額及び職務関連手当は勤務時間数

に応じた額が支給され，住居手当等

生活関連手当は全額支給されます6

育児短時間勤務職員の後補充の仕組

みとしては，任期付短時間勤務職員

の任用が用意されており，また，同

一の常勤官職に勤務時間が週20時間

である2人の育児短時間勤務職員を

並立任用する枠組みも設けられてい

ますが,どのような場合に認められ

るかなどの詳細は未定です（なお，

任期付短時間勤務職員の占める官職

の職務は，育児短時間勤務職員が処

理できなくなった職務と同一のもの

とされ， この点，育児休業に伴う任

期付採用職員又は臨時的任用職員の

職務が育児休業をしている職員の職

務と同一であることを要しないとさ

れている取扱いと異な‘ります｡)。
、石

また”部分休業については，育児

時間という名称に変更され， これま

で対象となる子が3歳に満たない子

であったものを，小学校就学の始期．

に達するまでの子に引き上げること

とされています。

具体的な施行日は未定ですが，現

在人事院等において制度の細目に関

する人事院規則等の制定作業中であ

りゲ裁判所としても，人事院等関係

機関の検討状況について情報収集に

努めるとともに，裁判所の組織の特

殊性や書記官の職務の特性等を踏ま

えた具体的な運用について検討して

いぎたいと考えています｡

（5）女性書記官の登用拡大計画について

服部企画調査部長

女性書記官が増加してきている現状

にかんがみ，その登用拡大計画につい

てお聞かせください。

丸山人事局参事官

裁判所においては，昨年8月に改定

された「裁判所における女性職員の採

用・登用拡大計画」（以下「拡大計画」

という｡)に掲げられた具体的取組等

を通じて，これまでも意欲と能力のあ

る女性職員の積極的な登用を進めてき

たところです。

書記職について言えば，女性職員の

数及び割合が増加してきている中で,

訟廷管理官及び主任書記官における女

性職員の数及び割合も着実に増加して

きており，将来上位官職への登用拡大

にもつながっていくものと期待してい

るところです。

主任書記官への登用に当たっては，

すべての高裁において公募制による選

考が実施され，管理職として職務を遂

行しようという意欲のある職員が応募

していると承知していますが，女性職

員が管理職として執務をしていくため
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会報書記官買第12号

について， 「裁判手続の特性に留意し

た上で書記官事務を中心とする裁判事

務につきﾇ ．その適正さを維持しつつ，

効率化を図る。あわせて，裁判官を含

む職員の事件管理,鯛査，各種情報の

利用等を支援する｡」という基本理念

をあげております｡‘

これに沿って，平成18年4月から着

手した新民事裁判事務処理システム改

め民事裁判事務支援システム（以下

「MINTAS」という｡）の開発を進

めているところです。

またあわせて，アウトルックエクス

プレス及びインターネットエクスプロー

ラを展開しており，基盤となる司法情
I

報通信システム(J ･NET)上で，

本年度中に支部・独立簡裁を含む全裁

判所でのインターネットメールの送受

信と業務上必要な場合にインターネッ

トが閲覧できる態勢が整う予定です。

（2）今後の各種実施計画について

今後の実施計画としては， まず，司

法情報通信システム(J･NET)の

‘ 通信回線の増強を予定しております。

には現実には様々な障害もあると思わ

れますので，今後とも，拡大計画に掲

げられた具体的取組や勤務環境の整備

等を継続し，意欲と能力のある女性書

記官の更なる登用の拡大を図っていき／

たいと考えています。 ．
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5情報政策課の施策について

I

服部企画調査部長

情報政策課の施策及び情報政策課と書記

官事務等についてお話しください。

吉村情報政策課参事官
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吉村情報政策課参事官

('）現在の重点的な施策について

当課の施策は，情報化戦略計画の実

行と裁判所の情報セキュリティの確保

1 ０

ざ

ｒ

・

も

，

。

〃

■

●

、一一／

これにより,文書管理システムをはじ

めとする各種情報システムのゥエブ化

や，総務局が推進している，現行法規，

判例体系，法律判例文献情報及び判例

秘書JPなどの法律関係情報の収集を

各自の端末からオンラインで行うこと

も可能な環境が整備されます。

また,職員の端末は，平成17年度更

新分からはウインドウズXP機に更新

しております。ウィンドウズXP機に

対応していない情報システムがインス

という方向で進められています。

平成17年12月に策定した情報化戦略

計画は，裁判所における情報化の課題

と基本理念,裁判所の情報システムに

おける基本方針，情報システムの技術，

基盤等の基本方針，情報システムの構

築，運用等の態勢整備及び人材育成の

基本方針，情報化戦略計画を実行する

ための中長期的計画といった内容が盛

り込まれています。

この情報化戦略計画では，裁判部門
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ロソフトを一太郎からワードに移行す

局予定です。
次に，情報政策課で行っている統計

事務について，一言申し上げます。裁

判統計は,司法統計年報,裁判所時報

裁判所ウェブサイトなどで広く公表し

ているものです。仮に，統計数値に誤

りがある場合には，数年にわたって是

正しなければならないことがあります

ので，正確な､入力をよろしくお願いし

ます。

また， インストールされているプロ

グラムのバージョンアップを怠り，古

トールされている端末の中には更新未

了のものもありますが， ウィンドウズ

XP機への更新の際には，パソコンに

搭載する標準アプリケーションソフト

ウェアとして， ワープロソフトである
副

ワード,表計算ソフトであるエクセル，

データベースソフトであるアクセス，

プレゼンテーションソフトであるパワー

ポイント等がセットとなっているマイ

クロソフト ・オフィスがインストール

されます。なお，すべての端末につい

てマイクロソフト ・オフィスが導入さ

れる予定の平成22年には，標準ワープ
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会報書記官．第12号

いという趣旨です｡)。

裁判事務,特に書記官事務の中で，

どのような業務改革が必要であるかに

ついては，総務局で検討が進められて

いますが，情報システム化を検討する
可

前提として，業務を共通化するととも

に，できるかぎり無駄のない効率的な

ものとする必要がありますし，業務の

手順等を情報システム化になじむ方法

に変えていく業務改革も行っていく必

要があると考えます｡情報化の推進は，

このような業務改革の努力と共に進め

ていかなければなりません。

もちろん，すべての業務を情報シス

テム化することはもとより困難です。

手作業で行うことの方が合理的な分野

について，無理に情報システム化する
1.

ことは,入力負担や操作負担ばかり増

えて無駄にな:ることになります。情報

化を推進するに当たっては，情報シス

テム化に適した業務の選別も重要とな

ります。

裁判所の情報化に当たっては， この

ような観点も含めて，更に検討をして

いく必要があるという問題意識を持っ
ております。

次に，今日特に申し上げたいのは，

情報システムを利用した書記官業務で

は， 「情報セキュリティの確保」に留

意して，業務を行っていただきたい点

です。情報セキュリティの問題は，情

報化を推進する上での重要課題にな。

ています。

例えば，裁判所の保有する情報が，

ウィニーウイルスなどで流出した場合

いプログラムによる入力結果を新しい

バージョンの事件票チェックシステム

でチェックすると，様々な齪儲が生じ

る可能性がありますし, ･バージョンアッ

プの順番を誤ったりゥバージョンアッ

プの順番をスキップしてバージョンアッ

プすると，そもそもプログラムが全面

的に動かなくなる可能性がありますの

で， くれぐれも配布されたプログラム

については正しいバージ､ヨンを正しい

順番でバージョンアップしていただく

ようよろしくお願いします。
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6情報政策課と書記官事務について

('）書記官事務との関係で，現在どのよ

うな問題点ないし課題があるのかにつ

いて（特に書記官事務に関する情報セ

キュリテ､イについて） ‘

そもそも情報化というのは，対象と

なる業務そのものの合理化，効率化を

図るといった業務改革を進めることが

前提となって行わ混る必要があり，裁

判所の現状の業務をそのまま情報シス

テム化することを避けなければなりま

せん（なお，米国では， この問題は，

「牛の道の舗装(PavingCowPaths)」

問題と言われています。米国で高速道

路網が1950年代に最初に導入されたと

きに, ’9世紀に牛が食肉解体場に向か

った「牛の道」をそのまま舗装しただ

けの高速道路が散見され， これを｢牛

の道の舗装」といい，技術と業務の関

係を表す比嶮として用いられてきまし

た。旧式の業務プロセスを自動化する

という観点でiTを捉えるべきではな
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や外部記録媒体を裁判所外で落とし

て，それにより個人情報等が外部に明

らかになった場合の裁判所の信用の失

墜は計り知れないものがあります。ウ

イルスに感染したデータが持ち込ま

れ,q 】

(2)民裁・刑裁等システムの開発，見直

しの現況と今後の進捗状況について

‘ア民事のシステム関係

例現行民裁システムについて

現行民裁システムは,現在27の

本庁にて稼働中のところですが，

平成20年度中には次に説明するM

INTASへの移行を完了し，そ

の運用を終了することを計画して

います。

(f)MINTASについて

MINTASは，平成17年度に

システム開発基本計画策定を行

い，平成18年4月から開発請負業

者を株式会社日立製作所に決定

し,開発を進めているところです。

MINTASは，民事裁判事務に

おける書記官事務について，その

中核となる公証事務と進行管理事

、務に重点を置き， これを的確かつ

‘迅速に支援するシステムを構想

し〉特に応答性の確保及び操作性

の向上の観点から，必要な機能に

絞ったスリムなシステムとするこ

とを目指しています。また，シス

テムの実現方式は,【 ‐ 】

q Dを活用し;●

0 週採用した上

で，各利用者Ijq "

′通じてシステムを利用する方式を

採ることとしています。

‘ なお,MI･NTASの開発作業

に当たっては，東京地方裁判所及

びさいたま地方裁判所をパイロッ

ト庁として指定して意見交換を行

，1

０
■
■

，
０

〆

。

1可
１

このような状況を受けて，裁判所に

おける情報セキュリティを確保するた

め，本年3月16日付け事務総長依命通

達「裁判所の保有する情報及び情報シ

ステムの取扱いについて｣が発出され，
． 』

同依命通達を受け，同年3月22日付け

情報政策課長通達により「情報セキュ

リティに関する対策基準」が定められ

ました。これらの通達を踏まえて「職

員が情報及び情報システムを取り扱う

際の情報セキュリ表イ対策実施要領」

を作成しました。この実施要領は,図

や絵を用いて,日常的な業務において，

裁判所職員が｢情報セキュリティの確

保」のため，何に注意をし，何を行い，

あるいは行わないべきかについて，わ

かりやすく記載されています。会員の

方々も， この実施要領に沿って「情報

セキュリティの確保」を各職場で実践

してください。執務関連の電磁的情報

を守るということは，裁判所に対する

国民の信頼を守るということです。手

数は増えますが， どうかよろしく御理

解をお願いしたいと思います。
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イ簡裁民事事件関係

期日進行管理プログラム（簡裁民

事事件用）については，平成16年度

に改修を行った後，平成17年7月か

ら全国の簡易裁判所に段階的に配布

し， 6月1日現在，東京簡易裁判所

及び大阪簡易裁判所を除くすべての

簡易裁判所（436庁）に配布済みで

す。また，平成18年度に1－

【 ‐ 霊の機能を追加する改修を

行い，本年度は， この改修後のプロ・

グラムを東京簡易裁判所及び大阪簡

易裁判所をはじめ，全国の本庁併置

の簡易裁判所にも配布し,その後，

独立の簡易裁判所への配布について

検討する予定です。

ウその他（職員用ポータルの導入に

ついて）

現在，司法情報通信システム

(J ･NET)においては；職員間

い，これまでに帳票，画面，マニュ

アル等につき，貴重な意見をもらっ

ていると､ころです。

今後平成19年11月下旬を目途

として第一次導入庁であるさいた

ま地裁への展開を開始するのを皮

切りに,全国の地方裁判所本庁及
び支部を対象に展開を進め， 4年

以内（平成22年度内）に展開を終

了することを目指しています6

イ刑事のシステム関係

現行刑裁システムは現在19の本庁

にて稼働中です｡今後MiNTAS

の展開開始後に抜本的改修に着手す

る予定であり，刑事裁判'に関する業

務分析を改めて行った上で，新たな

刑事のシステムを構築し，全国の地

方裁判所本庁及び支部における展開

を行う計画です。

(3) その他のｼｽﾃﾑの開発導入について
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での各種情報共有を行い，裁判事務

処理等の効率化を図る目的で，事務

処理上有益な情報について， ロータ

ス・ノーツ上に各種のデータベース

が構築されています。しかし，ロー

タス・ノーツについては，迅速なレ

スポンスを確保できず，現行のバー

ジョンについてはメーカーのサポー

ト期間も限られていることなどか

ら， これに代わる新しいデータベー

スとして職員ポータルサイトの構築

を検討しています。現在,情報政策

課では，同サイトのベースとなる部

分のリリースに向けて,準備中です。

ア家事事件関係

期日進行管理プログラム（家事事

件用）については，平成17年度まで

に，東京家裁及び大阪家裁を除く全

国の家庭裁判所(308庁）に配布済

みです。

平成18年度には，後見事件管理シ

ステム（改修後の名称：後見事件管

理プログラム）とのデータ連携の強

化などの改修を行ったところであ

り，本年度は, 、この改修後の両プロ
． ノ

グラムを各庁に配布する予定です。

また，加えて本年度は，調停委員

出勤管理機能の追加等の改修を実施

する予定です。
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末を更新せず古い端末のままで業務を

行うこととなり，業務に支障が生じる

おそれがあります。

しかし，職員が開発したシステムに

ついては，最高裁でその保守管理を代

わって行うことは，システムの内容が

分からないばかりか，費用対効果の問

題もあり，極めて困難です。

また， このような問題は，期日進行

管理プログラムのカスタマイズの面で

も起こります。プログラム自体のカス

タマイズは行わないようにかねてから

お願いしているところですが，仮にカ

スタマイズを行いますと，保守業者と

保守委託契約を行っている期日進行管

理プログラムでは，カスタマイズを行っ

ている庁の保守は保守委託契約の範囲

外となりますし，保守委託契約のない

期日進行管理プログラムでも一般的に

メンテナンスの問題が生じます。さら

には，今後の新しい情報システムの導

入に伴うデータ移行の局面において

も， カスタマイズがされて‘いると，そ

の職場のデータは移行できず，その職

(4)書記官事務との関連で，今後のIT

化計画等の全体像について

情報化戦略計画については，今後，

情報システムのユーザである職員の意

見を聞きながら検証を重ね，必要な見

直しを行うことで〉変化する社会情勢

や環境に対応していくことになります

が，各種の情報システムの運用保守の

人的物的負担を考慮して，情報システ

ムの新規開発や更新に当たっては，費

用対効果の高いもの及び戦略的重要度

の高いものを優先して行うこととする

方針です。
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（'）各庁が独自に使用している各種シス

テムの現状と今後の課題について

各庁が独自に使用している各種シス

ﾃﾑIま，各庁の職員の‘作成にかかり,

その職員が所属する特定の部署のため

のいわば私家製システムである場合が

多いようです。ところが，作成した職

員が他の部署に異動しますと，それが
可

契機となって，そのシステムの保守管

』

I
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場だけ，すべてのデータを手入力しな

ければならなくなることが懸念されます。

くれぐれもプログラムのカスタマイ

ズを行わないよう， カスタマイズを行っ

たものは，最高裁の配布した標準のプ

ログラムやデータ構造に戻すようお願

いする次第です。

(2)会報書記官掲載の連載コーナーにつ

いて

情報政策課では， これまで，情報化

戦略計画の策定,MINTASの開発，

| -ノ 理等が困難となってきます｡異動した
先の職員には改修を依頼することが難

しい， しかし，設計書や仕様書が残さしい， しかし，設計書や仕様書が残さ

れていない場合が多く，その職員以外

の者が改修することも難しいといった

状況になります。一方，例えば，法改

正は次々に行われ， これに対応したシ

ステム内容，画面帳票等を出力する必

‘要がある，ウィンドウズのOSが変更

されたことに伴う改修を行う必要があ

り， これができないと，やむを得ず端
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会報書記官鄭絢2号

判員裁判についてうかがった内容は，裁判

員選任手続を含め，その全体像を具体的に

イメージし，今後の検討に生かす上で，『大

変有益な情報提供になるものと思います。

日本書協としましても，本日うかがったこ

とを今後の活動，運営に生かしていきたい

と考えております。

総務局，人事局，情報政策課におかれま

してば，書記官制度の充実，発展，書記官

事務の在り方，処遇の改善, OA化の推進

等につきまして一層御尽力いただきますと

ともに，今後とも， 日本書協に対しまして

御支援を賜りますようお願い申し上げて，

この座談会の終了のあいさつといたします。

本日は，誠にありがとうございました。

各種期日進行管理プログラムの改修と

導入展開，情報セキュリティポリシー

の策定など，裁判所の情報化の推進に

向けて様々な施策を行ってきました。

今後も現場のニーズに合致した情報化

を推進していきたし}と考えています
が，そのためには，情報政策課が現在

直面している課題やその取組方などを

広く現場の皆さんにもお知らせしてい

くことが必要だと考え，会報書記官に

連載コーナーを設けて頂きました。

先ごろ，連載の第1回が会報書記官

第11号に掲載されておりますが，今後
、

も皆さんの関心のある，あるいは皆さ

んに関係の深い情報を，連載コーナー

の場を通して提供していきたいと考え‘

ています。

服部企画調査部長

以上でテーマについてすべて終了しました。

篠原事務局長

以上をもちまして，座談会を終了させて

いただきます。閉会に当たり，林会長から

ごあいさつを申し上げます。

林会長

長時間にわたり,多岐にわたるテーマに

ついて，大変有意義なお話を聞かせていた

だき,.誠にありがとうございました。厚く

お礼申し上げます。また，当局が多くの課

題，難問を抱えながら，将来を見据えて，

着実に検討を進めている様子をうかがうこ

とができました。改めて敬意を表します。

この座談会の内容は， この7月に発行を

予定している「会報書記官第12号」に掲載

し，全国の会員に紹介する予定です。とり

わけ，会員にとって最大の関心事である裁
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